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【ワクチン接種体制の整備】 

■新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備 

・国及び市町村・医療機関等の連携のもとでワク

チン接種を適切に行うため、広域調整を担う道

として必要な体制整備を行います。 

 

【相談・検査体制の拡充】 

■新型コロナウイルス感染に関する相談体制の 

窓口の設置・運営 

・道内の発熱患者等の相談窓口として、24 時間・

年中無休の「北海道新型コロナウイルス感染症

健康相談センター」を設置・運営します。 

 

■検査体制の拡充 

・感染拡大に備えた検査体制を整備するため、Ｐ

ＣＲ検査センターを増設します。 

・検査体制を整備するため、発熱患者の診療・検

査を行う医療機関等における検査機器の導入を

促進します。 

・感染症の流行により不安が増している妊産婦が、

安心して出産・育児に専念できるよう、感染し

た妊産婦に対する寄り添い型支援や不安を抱え

る妊婦が受けた分娩前のウイルス検査の費用に

対する助成を実施します。 

 

【医療提供体制の充実強化】 

■入院患者の受入病床や軽症者等用宿泊療養施設

の十分な確保 

・感染症患者の医療提供体制を整備するため、重

点医療機関等における病床確保を支援します。 

・感染症の軽症患者等が療養する宿泊施設の設

置・運営など、「宿泊療養」体制を整備します。 

・感染が疑われる方を診察する発熱者等診療・検

査医療機関等を整備するとともに、医療機関の

病床及び医療資機材等整備を支援します。 

 

■外国人患者の受入体制整備 

・外国人患者の適切な入院・受診体制を確保する

ため、医療機関における多言語標記や通訳の確

保など、受入環境の整備を支援します。 

 

■医療チーム、代替医師等の派遣 

・感染症患者が増加した際に、患者の受入先の調

整、搬送を円滑に行うための体制を整備します。 

・感染者が増加している地域の医療機関等に対し、

検査や治療等に適切に対応するための医療チー

ムを派遣します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・感染症の小規模患者クラスターが一部地域で発

生するなど早急に感染拡大防止対策を講じる必

要が生じた場合に、技術的支援のため、感染症

対策に係る専門家を派遣します。 

・感染症重症者に対して専門性が高い医療機器(人

工呼吸器やＥＣＭＯ等)による治療を行える体制

を確保するため、重症者の治療を行う医療機関

に専門の医療チームを派遣します。 

・感染症患者が増加している地域の医療機能を継

続するため、地域の中心的役割を果たしている

医療機関に対し医療従事者の派遣を支援します。 

・医師・看護職員・薬剤師が感染した場合に、医

療等提供体制の安定的な確保などを図るため、

他の医療機関等からの医師等の派遣を支援しま

す。 

 

■医療従事者等への支援 

・感染症への対応に当たる医療従事者が長時間勤

務等で帰宅が困難となった場合などの宿泊経費

を支援します。 

・感染症拡大の影響により、休業・診療縮小を余

儀なくされた医療機関・薬局に対して、事業の

継続・再開を支援します。 

・感染症の影響下においても、看護師等養成所に

おける実習を学内演習に代えることにより、こ

れまでと同等の知識と技能を修得するために必

要な機材等を支援します。 

・感染症のまん延防止対策のため、マスク等の感

染防護具を備蓄し、医療機関等に対して配布し

ます。 

 

■保健所の体制・機能の強化 

・保健所が健康危機管理の拠点として、感染症対

策に適切に対応するとともに、感染症の長期化

により増大するニーズにも対応できるよう、人

員確保・人材育成、設備整備等により、体制の

維持・強化を図ります。 
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（１）医療提供体制等の充実強化 
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【新北海道スタイルの定着促進】 

■新北海道スタイルの可視化・定着促進 

・感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けて、

感染リスクを低減する行動やビジネススタイル

を実践する｢新北海道スタイル｣のさらなる浸

透・定着を進めるため、「新北海道スタイル推進

協議会」における企業・各種団体等との先進的

事例の共有やホームページでの取組店舗や取組

事例の紹介など、道民、道内事業者と連携した

取組を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「新北海道スタイル」の構築に取り組む宿泊施設

等を利用する、道内客を対象とした旅行商品の

割引に対しての支援を、感染防止対策の徹底に

留意した上で実施します。 

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて

いる地域経済や住民生活の支援を通じた地域活

性化を目的として市町村等が取り組む、「新北海

道スタイル」を踏まえた事業に要する経費につ

いて支援します。 

 

■学校や道立施設等での徹底した感染拡大防止 

対策 

・道立施設、公私立幼稚園、学校、警察における

感染防止対策に必要な衛生用品(マスク、消毒液、

パーティション等)を整備します。 

・感染者が発生した社会福祉施設等が必要なサー

ビスを継続して提供できるよう、道において衛

生用品を備蓄するとともに、緊急時の応援派遣

体制の整備、感染防止機器の整備などの支援を

実施します。 

・「３密」状態が発生しやすい公共交通機関におけ

る感染拡大防止対策に要する経費の一部を支援

します。 

・新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減

するため、特別支援学校で運行しているスクー

ルバスを増便します。 

 

 

 

 

 

 

 

■教育旅行の実施促進 

・道内外の教育旅行の誘致に向け、「新北海道スタ

イル」に対応した宿泊を伴う教育旅行及び冬期

観光施設への日帰り教育旅行を支援します。 

 

【事業継続支援】 

■融資等による資金繰り支援 

・中小企業者に対する円滑な融資を促進するため、 

日本政策金融公庫の資本性劣後ローンとの協調

融資制度の創設や、国の伴走支援型特別保証に

対応した新たな融資メニューを追加します。 

・沿岸漁業者・漁協の維持・安定を図るため、無 

利子融資に必要な利子補給を実施します。 

 

■新型コロナウイルス感染症対策支援総合相談 

窓口の設置 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、引き

続き厳しい経営環境にある中小・小規模企業の

事業活動の維持・継続を図るため、本庁及び各

（総合）振興局に新型コロナウイルス感染症対

策支援総合相談窓口（ワンストップ相談窓口）

を設置し、関連施策の活用を支援します。 

 

■企業等におけるテレワーク導入促進 

・感染症防止対策として有効であるテレワークの

普及・定着のため、徹底した感染防止対策のも

と、セミナー、体験会等のイベントを実施する

とともに、テレワーク用通信機器の導入等を支

援します。 

 

■時短・外出自粛等により影響を受けた事業者 

支援 

・道内での時短営業や外出・往来自粛等により大

きな影響を受けた事業者に対し、支援金の給付

を行います。 

・ＧｏＴｏトラベルの一時停止等により影響を受

ける観光関連事業者を支援します。 

 

■時短要請に備えた協力支援金の確保 

・時短営業等の協力要請を行わざるを得ない場合

に備え、対象となる事業者への協力支援金に係

る経費を確保します。 

 

■商店街等が実施する感染防止対策・販売促進を

支援 

・商店街等の地域商業者等が実施する感染症対策

や感染拡大防止に配慮した販売促進活動等の取

組を支援します。 

・感染症により経営に影響を受けている中小・小

規模事業者を対象に、資金調達の手法等の課題

に応じた専門家を派遣し、オーダーメイド型の

指導・助言を実施します。 

（２）新北海道スタイルの定着促進と経済への影響対策 
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・道内中小企業者の海外事業の維持・継続を目的

に、道内中小企業者がビジネス海外渡航時に提

出する新型コロナウイルス感染症の検査証明書

の取得に要した経費に対し支援します。 

・新型コロナウイルス感染症や不漁による影響を

受け、厳しい状況にある水産加工関連事業者に

対し、集中的かつ継続的な伴走型支援を実施し

ます。 

・感染拡大に伴う木材需要の低迷に対処するため、

道産建築材の利用拡大に要する経費に対し支援

します。 

 

■道産食品の消費喚起 

・道産食品を扱うアンテナショップ等で利用可能

なプレミアム商品券やネット通販等の割引販売

により、道産食品の消費喚起を図ります。 

・首都圏等を対象にスーパーマーケットにおいて、

道産食品の特設コーナーを設置し、家庭におけ

る道産食品の消費喚起を図ります。 

・「世界から信頼される食の北海道ブランド」の維

持・向上と道内食品関連企業の販路の確保のた

め、「がんばれ！道産食品」ポータルサイトを活

用した道産食品等のＰＲを行います。 

 

■文化芸術活動の再開・継続等の支援 

・コロナの影響が長期化し、活動の停滞が続いて

いる本道の文化芸術活動の維持と活性化を図る

ため、北海道文化財団等を通じて文化芸術活動

を支援します。 

 

■事業再生・承継支援 

・地域企業の事業再生・事業承継など様々な経営

課題の解決のため、道内６圏域における支援拠

点体制を強化します。 

・小規模企業の円滑な事業承継を推進するため、

官民連携の資金共有ファンド（北のふるさと事

業承継支援ファンド）に対し、出資します。 

 

【就業機会の確保】 

■離職者等への支援 

・離職等を余儀なくされた非正規雇用労働者、就

職氷河期世代、学卒未就職者等を対象とした座

学及び職場研修を行い、研修先で正社員等とし

て就職できるよう支援します。 

・離職を余儀なくされた労働者の再就職支援のた

め、ジョブカフェ等のカウンセリング体制を拡

充するほか、地域の人手不足企業を掘り起こす

とともに、Ｗｅｂによる企業説明会を開催しま

す。 

 

■人手不足業種への労働移動の促進 

・コロナ禍による離職者が介護や建設など人手不

足が深刻な業種に異業種から転職する場合に、

就職者・受入企業双方に奨励金を支給し、離職

者の早期就職と道内企業の人材確保を支援しま

す。 

 

■企業への就業受入支援 

・道内企業の技能実習生等外国人材の受入れにあ

たり、国が行っている入国後 14 日間の自宅待機

等の要請に対応するための宿泊費用を支援しま

す。 

・戦略産業（地域を牽引する産業）において、人

材確保に向けた意識改革とともに、業務の改善

などの人材確保対策を支援し、良質で安定的な

雇用の創出・確保を促進します。 

・人材を必要としている企業等の求人情報を提供

し、一時帰休などの状況にあって短期的に働き

たい希望を持つ方々やアルバイト先がなくなり

困っている学生の方などを繋げることにより、

生産維持・事業継続をサポートします。 
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【「学びをとめない」環境の整備】 

■奨学給付金の支給 

・感染症の影響等による家計急変世帯や低所得世

帯に対し、高校教育に係る奨学給付金を支給し

ます。 

 

■学習指導員等の配置 

・少人数指導や家庭学習の準備・チェックなどの

教員の指導の補助を実施するため、学校に学習

指導員を配置します。 

・教員が学びの保障に専念できる体制を整備する

ため、校内の換気・消毒、文書や資料の印刷等

の業務を補助するスクール・サポート・スタッ

フを学校に配置します。 

 

■スクールカウンセラー等による心のケア 

・児童生徒のいじめ・不登校等の問題行動の未然

防止、早期発見・対応等を図るため、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを

学校に配置します。 

 

【暮らしの安全・安心の確保】 

■生活基盤が脆弱な方々へのセーフティネット 

・感染症の影響により、生活に困窮した方へ安定

的に資金を支援するため、北海道社会福祉協議

会が行う緊急小口資金等の特例貸付を実施しま

す。 

・生活保護に至る前の段階の方を対象に、就労準

備、家計改善の支援や、自発的な相談に至らな

い支援を必要とする方への早期支援を実施しま

す。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け

ている低所得のひとり親世帯に対して臨時特別

給付金を再支給します。 

・介護者が感染症により入院した際に、濃厚接触

者となった在宅要介護者の受入体制を整備しま

す。 

・児童相談所での一時保護に当たり、新型コロナ

ウイルス感染症に係る関係機関との連携や健康

観察など個別対応の充実等を図るため、看護師

を配置するとともに、感染症拡大防止対策のた

めの専用スペースを確保します。 

 

■差別や偏見、誹謗中傷などの人権侵害の防止 

・感染症に起因する偏見や差別、誹謗中傷をはじ

めとした人権侵害の防止に向けた教育・啓発活

動を実施するとともに、感染症に関連した人権

相談を実施します。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により心労を

抱えた方の自殺防止などを目的に、安心して気

軽に相談できるよう、ＳＮＳを活用したこころ

の健康相談を実施します。 

 

 

 

■ＤＶや性暴力、児童虐待などへの対応強化 

・感染症の影響による児童虐待など児童家庭相談

の増加に備え、児童相談所の安全確認体制を強

化するとともに、感染症対策を講じた相談支援

環境を整備します。 

・性暴力被害者支援センター「さくらこ」と医療

機関との連携の強化を図るとともに、性暴力被

害者が相談しやすい環境を整備します。 

・民間シェルターにおけるＤＶ被害者等への相談

対応や自立支援の取組を促進します。 

・コロナ禍においても在住外国人が安心して生活

できるよう、北海道外国人相談センターの機能

を強化して、相談対応を行います。 

 

【感染症の重症化リスクの低減にもつながる道民

の健康づくり】 

■生涯を通じた健康づくり 

・国の保険者努力支援制度を活用し、生活習慣病

等の予防や健康づくりを推進するために、効果

的・効率的な保健事業につながるデータベース

の構築や人材育成を図ります。 

・北海道受動喫煙防止条例に基づき受動喫煙防止

対策に関する普及啓発や学習の機会の確保等を

図ります。 

 

■高齢者や子どもの活動促進 

・コロナ禍において、感染の不安から「通いの場」

の利用を控えている高齢者に、ＩＣＴを活用し

た健康確認や体操等の実施など、「通いの場」の

代替となる多様な支援モデルを構築します。 

・全国学力・学習状況調査及び全国体力運動能力、

運動習慣等調査の結果を踏まえ、子どもの望ま

しい生活習慣・学習習慣の定着を図るとともに、

体力向上に資する取組を行います。 

 

 

（３）学びや生活の安心確保と道民の健康づくり 


